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射水市移住・空き家トータルサポート業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

本市への移住や市内にある空き家の利活用を希望される方に対して、情報発信や

現地の案内・体験、空き家の紹介や仕事に関する相談、移住後の定着支援等、移住・

空き家利活用に関するサービスをワンストップで提供する移住・空き家トータルサ

ポート業務を効果的に展開することにより、移住・定住者の増加と空き家利活用の

促進を図ることを目的に公募型プロポーザルによる委託業者の選定を行う。 

この実施要領は、本プロポーザルの実施に当たり、事業者の選定手続等必要な事

項を定めることとする。 

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

射水市移住・空き家トータルサポート業務委託 

（２）業務内容 

別紙「射水市移住・空き家トータルサポート業務委託仕様書」のとおり 

（３）業務期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（４）見積限度額 

４７，１５３，０００円以内とする（消費税及び地方消費税相当額を含む。）。 

   なお、業務期間における各年度の限度額は、次のとおりとする。 

 基本額 成果報酬額 計 

令和６年度 13,627,000 円 ― 13,627,000 円 

令和７年度 13,763,000 円 3,000,000 円 16,763,000 円 

令和８年度 13,763,000 円 3,000,000 円 16,763,000 円 

合 計 41,153,000 円 6,000,000 円 47,153,000 円 

※ 仕様書記載の業務を実施するために必要な一切の経費を含む。 

※ この金額は、契約時の予定価格を示すものではない。 

※ 上限額を超えた者は、失格とする。 

 

２ 参加資格 

（１）プロポーザルへの参加者は、応募資格の確認基準日（参加申込書の提出日）

において、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

① 射水市契約規則第３条に規定する入札参加資格者名簿に登録された者であ

ること。 
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② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者でないこと。 

③ 射水市入札参加資格停止要領（平成１８年告示第１７４号）に規定する入

札参加資格制限期間中の者でないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続又は破産法（平成１６年法

律第７５号）に基づく破産開始手続がなされていないこと。 

⑤ 応募資格の確認基準日から過去２年間において、国税、地方税の滞納がな

いこと。 

⑥ 法人、法人の代表権を有する者又は法人の被用者等が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

⑦ 法人、法人の代表権を有する者又は法人の被用者等が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と

社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

（２）法人格を有する者に限ることとする。 

（３）複数の法人により構成されるグループ（以下「グループ」という。）での申請

も可能とする。 

   なお、グループで応募する場合は、以下の点に注意すること。 

  ① 代表となる法人を定めること。 

  ② 他の法人は、当該グループの構成員として扱う。 

  ③ 単独で応募した法人は、他のグループの構成員になることができない。 

  ④ 複数のグループにおいて、同時に構成員になることはできない。 

  ⑤ グループの構成団体の変更は認めない。ただし、市が特に理由があると認

める場合はこの限りではない。 

  ⑥ 当該グループの代表者及び構成員は、上記２（１）の資格要件を満たすこ

と。 

 

３ 質問書の提出 

（１）質問書の提出 

本実施要領等の内容に関する質問は、質問書（様式第１号）により電子メー

ルで行うこと。 

なお、必ずメールの着信を電話にて確認すること。 

① 提出先電子メールアドレス：kankou-machi@city.imizu.lg.jp 

② 提出期限：令和６年４月３０日（火）午後５時まで（必着） 
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（２）質問に対する回答 

提出された質問に対する回答は、令和６年５月２日（木）までに、市ホーム

ページに掲載する。 

なお、質問への回答内容は、本要領等の追加又は修正とみなす。 

 

４ 企画提案書等の提出について 

本プロポーザルへの参加を希望する事業者（以下「企画提案者」という。）は、

次の（１）①～⑦に掲げる書類を作成し、期日までに指定の場所に提出するもの

とする。 なお、１者１提案とする。 

（１）参加申込書及び企画提案書等の作成 

① 参加申込書（様式第２号） 

② 企画提案書等送付書（様式第３号） 

③ 事業者概要調書（様式第４号） 

④ 企画提案書（任意様式）、業務工程表（任意様式） 

・ 企画提案書は、次の（２）に基づいて作成すること。 

・ 様式は任意とするが、日本工業規格Ａ４判を基本とすること。 

・ 表紙には「射水市移住・空き家トータルサポート業務委託企画提案書」

及び企画提案者の名称を表示し、各ページに番号を付すこと。 

⑤ 業務実施体制及び業務担当予定者調書（任意様式） 

・ 業務実施体制及び業務担当予定者調書は、次の（３）に基づいて作成す

ること。 

・ 様式は任意とするが、日本工業規格Ａ４判を基本とすること。 

・ １ページ目に標題「業務実施体制及び業務担当予定者調書」を表示し、

各ページに番号を付すこと。 

⑥ 業務実績書（様式第５号） 

⑦ 業務見積書（様式第６号） 

・ 本実施要領及び別紙仕様書に定める業務について、令和６年度から令和

８年度における全ての経費を業務内容ごとに積算して見積金額を記載する

こと。 

（２）企画提案書に記載する事項 

別紙「射水市移住・空き家トータルサポート業務委託仕様書」に掲げる業務

を自ら遂行するための具体的な手法を次の項目ごとに記載すること。 

① 事業体制の構築 

② 移住・定住や空き家利活用等に関する情報発信 

③ 暮らしを知り、体験するための支援 
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④ 住まいや利活用を希望する物件に関する支援 

⑤ 就業や新規開業等に関する支援 

⑥ 移住者への定着支援 

⑦ 自由提案 

（３）業務実施体制及び業務担当予定者調書に記載する事項 

次の項目について、具体的に記載すること。 

  ① 業務の執行体制を図示するとともに、編成の考え方や特色 

② 業務担当予定者の構成や業務分担（経歴のほか、資格や主な業務実績があ

れば記載すること。） 

（４）参加申込書及び企画提案書等の提出期限 

① 提出期限：令和６年５月１３日（月）午後５時まで（必着） 

② 提出場所：〒９３４－００１１ 

富山県射水市本町二丁目１３番１号（新湊消防署１階） 

射水市産業経済部観光まちづくり課 

電 話：０７６６－５１－６６７６（直通）  

メール：kankou-machi@city.imizu.lg.jp 

③ 提出部数：１０部（正本１部、副本９部） 

④ 提出方法：持参又は郵送による提出 

※ 持参による場合は、土、日、祝日を除く日の午前８時３０分から正午ま

で及び午後１時から午後５時までの間とする。 

※ 郵送の場合は、記録が残る簡易書留郵便等で行い、提出期限までに提出

先に届いていること（なお、郵送の場合は必ずその旨を射水市観光まちづ

くり課まで連絡すること。）。 

 

５ 企画提案の審査 

（１）審査方法 

   本市が設置する「射水市移住・空き家トータルサポート業務委託事業者選定

委員会」（以下「委員会」という。）が、提出された企画提案書及びプレゼンテ

ーションの内容について、別に定める「射水市移住・空き家トータルサポート

業務委託プロポーザル審査基準」に基づいて審査を行う。 

（２）プレゼンテーションの実施 

  ① 実施時期 

審査は、令和６年５月２０日（月）頃に実施を予定している。詳細な日時

については、企画提案者に別途お知らせする。 

なお、審査過程は非公開とする。 
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  ② 実施方法 

・ プレゼンテーションの順番は、原則として企画提案書の到着順とする。 

・ プレゼンテーションによる企画提案書の説明は１事業者３０分以内（準

備時間は除く。）、選定委員から質疑は２０分程度を予定している。詳細に

ついては、企画提案者に別途お知らせする。 

・ プレゼンテーションの際、パワーポイントを使用することができる。Ｈ

ＤＭＩケーブル、USB TypeC-HDMI 変換アダプター及び電源は市で準備す

るが、モニターやパソコンは各企画提案者で準備すること。 

 

６ 優先交渉権者の選定 

（１）優先交渉権者の選定方法 

選定委員による審査結果に基づき、優先交渉権者を選定する。 

「射水市移住・空き家トータルサポート業務委託プロポーザル審査基準」に

基づき、企画提案書等を評価、採点し、点数が最も高い者から順に１位とし、

以下、順位をつける。 

（２）企画提案者が１者の場合の取扱い 

最低基準点（総合評価点の７割以上）を満たす場合は、当該提案者を優先交

渉権者とする。 

（３）優先交渉権者の選定及び結果の通知及び公表 

① 審査結果は、各企画提案者に書面により通知する。 

② 全企画提案者の審査結果の評価点数を射水市のホームページで公表する。 

③ 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 

 

７ 契約の締結 

優先交渉権者として選定された者と射水市が協議し、業務委託に係る仕様を確

定した上で見積書を徴取し、随意契約の方法により契約を締結する。この場合に

おいて、辞退その他の理由で契約できない場合は、評価により順位付けられた上

位の者から順に、契約の交渉を行う。 

 

８ 企画提案書等の無効 

次の各号のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。

この場合において、上記６の優先交渉権者の選定により選定された者の企画提案

書等が無効となった場合は、評価により順位付けられた企画提案者の順位を繰り

上げる。 

（１）提出期日を過ぎて企画提案書が提出された場合 
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（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）審査結果が確定するまでの間に選定委員又は担当課等関係者に本企画に対す

る援助を直接又は間接的に求めた場合 

（５）上記１（４）に定める見積限度額を超えた場合 

 

９ その他 

（１）企画提案書等の作成、応募等に要する費用については、全て企画提案者の負

担とする。 

（２）提出された書類等は、返却しない。 

（３）提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル以外には使用しない。 

（４）提出された書類等は、審査及び説明のため、その写しを作成し使用すること

がある。 

（５）企画提案書等の受理後に、内容の変更や追加、再提出等は認めない。 

（６）企画提案者は、企画提案書の提出をもって、本実施要領の記載内容に同意し

たものとする。 

 

１０ スケジュール（予定） 

内容 期日等 

公募開始（実施要領等の公開） 令和６年４月１７日（水） 

質問書の提出期限 令和６年４月３０日（火）午後５時まで 

企画提案書等の提出期限 令和６年５月１３日（月）午後５時まで 

プレゼンテーション審査 令和６年５月２０日（月）頃に実施予定 

※ 詳細については、企画提案者にお知ら

せする。 

審査結果の通知 令和６年５月下旬 

契約締結 令和６年７月初旬予定 

 

１１ お問い合わせ先 

〒９３４－００１１ 

富山県射水市本町二丁目１３番１号（新湊消防署１階） 

射水市産業経済部観光まちづくり課（担当：北川） 

電 話：０７６６－５１－６６７６（直通）  

メール：kankou-machi@city.imizu.lg.jp 


